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本庁舎等整備の 
基本的方針 
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世田谷区本庁舎等における 

今までの取組みについて 
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平成１６年度から１９年度 庁舎整備に関する基礎的な調査研究を実施 

  平成２０年度 本庁舎等整備審議会開催 

  平成２１年度 本庁舎等整備審議会から答申書の提出 

  平成２５年度 「本庁舎等整備方針」策定 

      平成２６年度 「本庁舎等整備基本構想（中間まとめ）」策定 

      平成２７年度 「本庁舎等整備（検討素材）」として論点の整理 

      平成２８年度 本庁舎等整備基本構想検討委員会開催 

             本庁舎等整備基本構想検討委員会報告書の提出 

             本庁舎等整備基本構想の策定 

      平成２９年度 本庁舎等整備基本設計業務委託公募型プロポーザルの実施 

             本庁舎等整備基本設計の開始 

      平成３０年度 本庁舎等整備基本設計方針の策定 

             本庁舎等整備基本設計（案）中間報告 

 

 主な検討経緯   
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本庁舎等整備基本設計（案） 
中間報告 
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基本設計（案）中間報告の位置づけ 
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本庁舎等整備の基本的方針 

  《基本的方針１》 区民自治と協働・交流の拠点としての庁舎 

  《基本的方針２》 区民の安全・安心を支える防災拠点となる庁舎 

  《基本的方針３》 すべての人に分かりやすく、利用しやすい、 
             人にやさしい庁舎 

  《基本的方針４》 機能的・効率的で柔軟性の高い庁舎 

  《基本的方針５》 環境と調和し環境負荷の少ない持続可能な庁舎 

以下の５つを基本的方針として、取り組みます 
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  《基本的方針１》 区民自治と協働・交流の拠点としての庁舎 

「世田谷リング」によって全体として
一体感をもたせ、区民利用の多い
1,2階の機能的な連携を図るととも
に、広場を囲むように区民交流拠
点を集約 

基本的方針１ 

 〇 

現庁舎等の空間特質の特徴を「継
承」するとともに、「発展」的な視点
で検討 

 〇 
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基本的方針１ 

１階 

区民交流スペース 

区民自治と協働・交流の拠点としての庁舎 
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２階 

区民交流室 

区民交流室など 

レストラン 

基本的方針１ 

区民自治と協働・交流の拠点としての庁舎 
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基本的方針１ 

区民自治と協働・交流の拠点としての庁舎 
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  《基本的方針２》 区民の安全・安心を支える防災拠点となる庁舎 

基本的方針２ 

防災性・連携性・可変性に配慮した
計画とし、災害対策施設としての機
能を向上 
 

安全性を最優先とした耐震性能の確
保と工事中の災害対策機能の継続 
 

広場を中心とした低層型庁舎とリン
グテラスで、安全性を強化 
 

〇 
 
 
 

〇 
 

 
〇 
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基本的方針２ 

「災害対策施設として行政機能継続性の確保」 

区民の安全・安心を支える防災拠点となる庁舎 

     ○ 耐震安全性構造体Ⅰ類の確保 

・災害時の本庁舎従事職員1300人分の   
 食料3日分、飲料水（ペットボトル）3日分、 
 排便収納袋 

・本庁舎は免震構造 

     ○ 防災備蓄 

     ○ 浸水対策 

・雨水貯留・浸透施設の設置 13 



基本的方針２ 

区民の安全・安心を支える防災拠点となる庁舎 

     ○ 災害発生時からインフラ復旧まで庁舎機能を 
        維持できる計画 

・非常用発電機は７日以上稼働 
・受水槽の水の活用。井水を区民の給水等 
 に活用できる計画 
・トイレなどの排水をピット内の汚水槽に放流 
 できるよう計画 

「災害時機能確保」 
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基本的方針２ 

区民の安全・安心を支える防災拠点となる庁舎 

世田谷総合支所 

広場 

会計室 

区民交流機能 

災害活用スペース 

関係機関等の 
車両駐車場 

ホール 

緊急物資の集積場所 

ホワイエ 

災害活用スペース 

災害対策本部長室 
災害対策本部会議室 
ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝルーム 

区長室 
庁議室等 

 

「災害時の庁舎利用」 
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  《基本的方針３》 すべての人に分かりやすく、利用しやすい、 
            人にやさしい庁舎 

基本的方針３ 

新たに西側からのアプローチ動線
を計画し、すべての方向からアプ
ローチできる動線を確保 
 

広場を中心に低層階に区民利用ス
ペースを設けた分かりやすい施設
構成と東西をつなぐ「リングテラス」
による使いやすさ 

〇 
 
 

 
〇 
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基本的方針３ 
すべての人に分かりやすく、利用しやすい、 

人にやさしい庁舎 

メインアプローチに面した 
わかりやすい位置に 
総合案内を配置 

154 
号線 

広場に面して明るく、 
開放的なロビー 
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基本的方針３ 
すべての人に分かりやすく、利用しやすい、 

人にやさしい庁舎 

来庁者駐車場に近い西棟の低層部に 
区民利用の多い部署の配置 
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  《基本的方針４》 機能的・効率的で柔軟性の高い庁舎 

基本的方針４ 

シンプルかつ効率的な配置計画と、
上下移動が少ない低層型庁舎 
 
将来の変化に対応しやすい広くま
とまりのあるフロア構成 
 
多様な働き方に対応できる柔軟性
の高いオープンな執務空間 
 

 
 

〇 
 
 
○ 
 
 
○ 
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基本的方針４ 
機能的・効率的で柔軟性の高い庁舎 

窓口 エリア 

執務（自席） エリア 

執務サポート エリア 

執務空間の構成イメージ 

広場（広場、リングテラス） エリア 

広場に面し、快適な環境を 
保つ「窓口エリア」 

柱をなくし、多様なレイアウ 
トに対応できる「執務エリア」 

打ち合わせスペースやリフ 
レッシュスペースなど、 
職員同士の交流促進や 
業務効率性向上のための 
「執務サポートエリア」 

セキュリティを確保するため 
「窓口エリア」と「執務エリア」 
は明確に区画 
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基本的方針４ 
機能的・効率的で柔軟性の高い庁舎 

窓口エリア 

執務エリア 

執務 
サポートエリア 21 



  《基本的方針５》 環境と調和し環境負荷の少ない持続可能な庁舎 

基本的方針５ 

環境負荷を最小化できる低層型庁舎 
 
建築上の工夫によるエネルギー消費
量の低減 
 
中間期における自然環気システムな
ど自然エネルギーの活用 
 
 

〇 
 
○ 
 
 
○ 
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「地球環境への配慮」 

建築環境総合性能評価システムCASBEEの 
Sランクを目指す 

 
「省エネ技術を活かす３つのポイント」 

    ①環境負荷を最小化できる「低層型」の庁舎 

    ②自然エネルギーを利用した省エネルギー設備 

    ③高効率な省エネルギー設備 

基本的方針５ 
環境と調和し環境負荷の少ない持続可能な庁舎 
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想定する環境技術 
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計画条件・計画概要 
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現況図 
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敷地概要 

（１）敷地面積 ：約21,800㎡ 
          （東側敷地約11,200㎡、 
           西側敷地約10,600㎡） 

（２）用途地域 ： 第二種住居地域、 
                       準防火地域、 
                       45ｍ第三種高度地区、 
                       世田谷区役所周辺地区 
                       防災街区整備地区計画区域 

（３）建ぺい率 ：建ぺい率70％（角地緩和） 
   容積率   容積率300％ 
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計画概要 
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計画概要 
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本庁舎と世田谷区民会館の規模 

基本設計方針（前回）  →  基本設計案中間報告（今回） 

 駐輪場・駐輪場等 

 広場 
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配置計画 
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前回の説明会（6月）からの変更点 

33 

外壁面後退 
外壁面後退 

敷地拡張 

面積拡張・低層化 



建物配置計画 

２階部分にリング状テラスを設置 

東西棟の機能の連携を強化 

広場 

リングテラス 
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建物配置計画 

現庁舎等の空間特質を継承 

広場 

1階 

連続性・一体性 

区民会館 

本庁舎東棟 本庁舎西棟 

ピロティ 
ピロティ 

現庁舎の空間の特徴 
・ケヤキ並木 
・ピロティ 
・広場 35 

４. 区民活動の舞台と 
   なる区民会館 

２. 交流空間の 
    つながり 

１. 広場を中心とした 
   建物構成 

空間の連続性（シークエンス）により生まれる風景は、 
区民に親しまれ、次世代に引き継がれる『世田谷らしい』風景となります。 

３. ケヤキや池などの 
   豊かな外部空間 

ケヤキ並木 



建物配置計画 

魅力的な憩いの場となるよう計画 
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交通・動線計画 
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交通・動線計画 

敷地へのアプローチについて 

松陰神社前駅から 

梅ヶ丘駅から 

世田谷駅から 

本庁舎東棟 本庁舎西棟 

区民会館 

38 

世
区
街
５
号

 



交通・動線計画 

西側動線のバリアフリーについて 

エレベーター 

本庁舎東棟 本庁舎西棟 

区民会館 

39 

パース方向 



40 

西敷地 東敷地 

  １５４号線から西棟ピロティを見たパース 



交通・動線計画 

歩道状 
空地 

区民会館 

歩道等の整備について 

歩道状 
空地 

本庁舎西棟 本庁舎東棟 
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交通・動線計画 

東側道路のバスベイ及び歩道等の整備について 

1階 

バスベイ 
(１台) 

バスベイ 
(２台) 

上屋 

上屋 

本庁舎東棟 本庁舎西棟 

区民会館 
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交通・動線計画 

中央区道の整備について 

整備後 

整備前 

地区防災施設 

本庁舎東棟 本庁舎西棟 

区民会館 
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交通・動線計画 

建物の出入口位置について 

本庁舎東棟 本庁舎西棟 

区民会館 

▼ 

▼ ▼ 

▼ 

▼
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交通・動線計画 

本庁舎東棟 本庁舎西棟 

区民会館 

▼ 

▼ ▼ 

▼ 

▼
 

ピロティ 

ピロティ 

正面玄関としての顔づくり 
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パース方向 



東側道路南側から見た東棟 

既存ケヤキ並木 

ゲートとなるピロティ 
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西敷地 東敷地 



交通・動線計画 

来庁者用駐輪場 

本庁舎東棟 本庁舎西棟 

区民会館 

駐輪場 
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交通・動線計画 

駐車場の配置計画及びアクセスについて 

本庁舎東棟 本庁舎西棟 

区民会館 

駐車場 
出入口 

十分なストローク 
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交通・動線計画 

駐車場の配置計画及びアクセスについて 

本庁舎東棟 本庁舎西棟 

区民会館 

駐車場 
出入口 
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交通・動線計画 

駐車場の配置計画及びアクセスについて 

本庁舎東棟 本庁舎西棟 

区民会館 

車いす使用者用 
乗降スペース 
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交通・動線計画 

駐車場の配置計画及びアクセスについて 

本庁舎東棟 本庁舎西棟 

区民会館 

タクシー乗り場 
大型車両駐車スペース 
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交通・動線計画 

駐車場の配置計画及びアクセスについて 

本庁舎東棟 本庁舎西棟 

区民会館 

搬出入車両 
車寄せ 
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平面計画 
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【地下１階平面図】 

区民会館 
ホール 

池からも直接アクセス 

集会室 

練習室 
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区民会館 
ホール 

【地下１階平面図】 
庁有車用 
駐車場 
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倉庫・書庫 

電気室 

職員用駐輪場 

区民会館 
ホール 

【地下１階平面図】 

職員用 
駐輪場 
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区民会館 
ホール 

【地下１階平面図】 

地下通路 

地下通路 
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○部署配置 

区民会館 
ホール 

【地下１階平面図】 

58 

薬品等の搬出入と
区民動線の交錯を
避けるため世田谷
保健所を配置 

世田谷保健所 

薬品等の搬出入と区民動線の交錯を避ける配置 



【１階平面図】 
区民交流
機能 
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【１階平面図】 

区民会館
ホワイエ 
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パース方向 



レストラン 

 東敷地のピロティのイメージ 
61 

西敷地 東敷地 



【１階平面図】 

エスカレーター 
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【１階平面図】 

総合案内 
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○部署配置 

【１階平面図】 

区民の利用が最も多く 
障害当事者の利用も多い 
世田谷総合支所を配置 
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下部来庁舎
用駐車場 

世田谷総合支所 

区民利用が最も多い世田谷総合支所を配置 



【２階平面図】 

リングテラス 
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【２階平面図】 

レストラン 

66 



【２階平面図】 

区民交流室 

区民交流室など 
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○部署配置 

１階世田谷総合支所との関連が強い部署を配置 

【２階平面図】 

68 

地下１階の世田谷保健所
や１階の世田谷総合支所と
関係性の深い部署を配置 



災害対策機能 
危機管理室 

庁議室 

区長室等 

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝルーム 

【３階平面図】 

災害対策中枢機能を配置 69 

災害対策 
中枢機能を配置 



○部署配置 

【３階平面図】 

２階に配置する部署との関係性に配慮した配置 70 

１階の世田谷総合支所や２
階の部署との連携に配慮し

た配置 



【４階平面図】 

○部署配置 

71 事業者の利用の多い部署を配置 

事業者利用の多い
部署を配置 



【４階平面図】 

○部署配置 
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共用 
会議室等 

共用会議室や職員の休憩室を配置 



【５階平面図】 

○部署配置 

73 事業者を主な対象としている部署を配置 

事業者利用の多い
部署を配置 



○部署配置 

共用 
会議室等 

【６階平面図】 
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○議会機能 

７階平面図 

８階平面図 １０階平面図 

９階平面図 

【７階～１０階平面図】 
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○議会機能 

７階平面図 

８階平面図 １０階平面図 

９階平面図 

セキュリティ 

【７階～１０階平面図】 

区議会事務局 
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○区民に開かれた議会 

７階平面図 

８階平面図 １０階平面図 

９階平面図 

傍聴席 

【７階～１０階平面図】 

議場 
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○区民に開かれた議会 

７階平面図 

８階平面図 １０階平面図 

９階平面図 

【７階～１０階平面図】 

議場 
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議場 

委員会室 



○区民に開かれた議会 

７階平面図 

８階平面図 １０階平面図 

９階平面図 

展望 
ロビー 

【７階～１０階平面図】 

眺望 
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【地下２階平面図】 

来庁者用 
駐車場 

庁有車用 
駐車場 
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【地下２階平面図】 

地下通路 

地下通路 
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断面計画 
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断面計画 

○周辺住宅地や広場への圧迫感の低減について 

東棟１-１’断面図 
北 南 

東棟南側 

１ 

１‘ 
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断面計画 

○周辺住宅地や広場への圧迫感の低減について 

西棟２-２’断面図 
北 南 

西棟北側 

2 

2‘ 
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3 3‘ 

断面計画 

○周辺住宅地や広場への圧迫感の低減について 
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西棟西側 

東 西棟３-３’断面図 東棟３-３’断面図 西 



断面計画について 

○広場と連続するピロティ空間 

広場 
ピロティ ピロティ 

東側だけでなく敷地西側からも直接広場へアクセス 

東 西 

88 



構造計画概要 
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構造計画概要 

○基本方針 

90 

耐震安全性の目標 ○ 

免震構造の採用 ○ 

上部構造の形式 ○ 

下部構造の形式 ○ 

本庁舎は、大地震後も構造体を補修することなく継続使用できることを目
標とし、人命の安全確保はもちろんのこと、十分な機能確保を図る。国土
交通省が定めた「官庁施設の総合耐震計画基準」における耐震安全性の
分類を構造体Ⅰ類とする。 

本庁舎は免震構造を採用し、免震の構造方式は地下階の内部空間を確
保でき、掘削土量が最も少ない、地下階の柱頭部に免震装置を設ける柱
頭免震とする。 

本庁舎の上部構造の構造種別は、建築的な機能、施工性等を考慮し、鉄
骨造にて計画する。 

地下の構造種別は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、基礎形式は地盤調査の
結果を踏まえて直接基礎を想定する。 



構造計画概要 
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免震装置 
上部構造 
鉄骨造 



構造計画概要 
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免震装置 
地下構造 
鉄骨鉄筋 
コンクリート造 



外構計画（広場計画） 
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広場の計画について 

各機能の連携に配慮した整備 

一体的な利用 

広場 

１階 
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（天空部約2,250㎡） 約3,350㎡ 

約2,250㎡ 

約4,500㎡ 

ひろばと中央の区道 

広場の計画について 

広場 

１階 

約3,350㎡ 
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リングテラスの計画について 

○区民活動に応えるテラス 

広場 

２階 リングテラス 

ギャラリーや 
イベント利用など 
立体広場としての 
２階テラスを計画 
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広場 

１階 

リングテラスの計画について 

○区民活動に応えるテラス 

テラス下は日差しや雨を避け 
ピロティと一体の半屋外空間 

として利用 
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リングテラスの計画について 

災害対策の強化 

広場 

１階 

テラスの下は雨天時も濡れずに 
行き来ができる通路として利用 
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リングテラスの計画について 

災害対策の強化 

広場 

２階 リングテラス 

避難動線の分散化 
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西敷地 東敷地 

東棟ピロティ（広場側）から広場を見たパース 



イベント時の様子 
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 西棟ピロティから広場を見たパース 
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西敷地 東敷地 



外構計画（植栽計画） 
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植栽計画について 

○みどり率33％を目標 
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植栽計画について 

○みどりを活用した様々な活動 
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植栽計画について 

○ケヤキについて 

ケヤキについての凡例 

建物計画上支障があるため移植する 
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植栽計画について 

○ケヤキについて 

樹木の状態が悪く、残存させることが困難なため
伐採するが、代替としてケヤキを新設する。 

ケヤキについての凡例 
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植栽計画について 

○既存樹木の取扱い 

既存ケヤキの 
保全に配慮し 
建物や、バス 
ベイを計画 

既存 

計画 

新庁舎 東側ケヤキ並木と 

建物の関係 

現庁舎 東側ケヤキ並木と 

建物の関係 

既存建物ライン 

既存ケヤキ並木 既存ケヤキ並木 
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植栽計画について 

○ケヤキ並木などのみどりの空間を再生・発展 

バスベイ配置案 
（北１台、南２台） 

新設樹木 

既存樹木 
既存の 

ケヤキ並木を 
北側まで延伸 
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植栽計画について 

○ケヤキ並木などのみどりの空間を再生・発展 
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植栽計画について 

○皆が親しめるための工夫 

テラスのある 
立体的な広場 
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植栽計画について 

○ケヤキ並木などのみどりの空間を再生・発展 

アプローチ空間 
として再整備 

 

112 



植栽計画について 

○近隣への配慮 

近隣住宅への 
緩衝帯としての緑 
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世田谷区民会館整備方針策定 
へ向けた区の考え方 
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区の考え方 

 区は、区民会館ホールについては、耐震安全性構造体Ⅱ類相当以上の耐震性能を
確保することを目標に、耐震性能の向上について検討を進めてきましたが、構造体の強
化、費用等を総合的に判断し、構造体Ⅰ類相当の耐震性能を確保することとしました。 
 構造体Ⅰ類相当の耐震性能を確保するため、区では、耐震改修、免震改修の案に加
え、参考として、改築とした場合の費用を算出し、各工事の内容、費用、区民会館ホー
ル機能向上、工事期間を比較検討した結果（資料２－１）、耐震改修、一部改築によっ
て構造体Ⅰ類相当の耐震性能を確保する案が妥当と考え、区民会館整備方針策定に
向け、さらに検討を進めます。 
 
①耐震改修による区民会館の整備が、構造体Ⅱ類相当の場合と比較して大幅な 
  増額とならずに構造体Ⅰ類相当の耐震性能が確保できるとともに、改築の場合に   
  想定される概算工事費の８割程度の費用で整備が可能となります。 
②改築の場合の工事期間は３０ヶ月程度を要することが見込まれ、また、免震改修の 
  場合も第１期工事期間として想定している２０ヶ月の中での対応が難しくなるため、 
  耐震改修の方が区民会館ホールの閉鎖期間への影響が低減されます。 
③一般的な耐震改修方法のため、ホール改修ならびに一部改築を含めた区民会館 
  の整備が第１期工事期間で完了することが可能であり、全体スケジュールへの影響 
  がありません。 
④構造体Ⅰ類相当の耐震性能を確保する耐震改修を行っても、区民会館の機能向上 
  を図ることができます。 

○ 区民会館ホールの耐震性能 

    構造体の強化、費用等を総合的に判断し、  

   耐震安全性構造体Ⅰ類相当を確保する。 
 

○ 耐震性能確保の手法 

    工事の内容、費用、区民会館ホール機能向上       

   、工事期間を総合的に判断し、耐震改修、一部 

   改築によって構造体Ⅰ類相当の耐震性能を確保 

   する。 
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耐震性能確保の手法について 

[参考］ 
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工期 30カ月 20カ月 30カ月 



改修内容について 
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改修内容について 
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改修内容について 
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改修内容について 
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今後の検討項目 
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総事業費について 
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施工ステップ 

１期工事 
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施工ステップ 

１期工事 
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施工ステップ 

２期工事 
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施工ステップ 

２期工事 
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施工ステップ 

３期工事 
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施工ステップ 

３期工事 
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スケジュールについて 

現段階では、2020年度に着工できるよう取り組み、
工期は３期５年程度を目標とする。 

○ 

○ 難易度の高い工事のため、施工者には、高度な技
術力が求められることから、選定方式を検討する。 
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今後の予定 

 今後、区民説明会における区民意見、議会での議論を踏まえ、区
として、区民会館整備方針を策定し、これを含めた基本設計（案）を
策定する。 
 
     平成３0年  １１月中旬    区民会館整備方針（案） 
             １２月上旬    区民会館整備方針策定 
     平成３１年   ２月上旬    基本設計（案） 
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